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１ 京町家まちづくりファンドの主旨                  

(1) 京町家まちづくりファンドとは 

京町家まちづくりファンドは、京町家等の保全、再生を支援するための基金です。平成１７年に、篤

志家の方からのご寄附と京都市、国からの支援をもとに設立し、京町家を愛する皆さまのご寄附をいた

だきながら運営しています。 

 （2) 京町家まちづくりファンド改修助成事業 

京町家まちづくりファンドでは、まちづくり活動との関連性が深く、良好な景観・文化の形成につな

がる京町家等の改修等に対し、以下の２種類の改修助成事業を行います。 

ア：まちづくり活動の拠点等となる京町家を改修する工事（以下「京町家の改修」という） 

イ：複数棟で一体として取り組む歴史的まちなみ景観の修景（以下「通り景観の修景」という） 

 

 

 

 

 

２ スケジュール                           

５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月～ 

募集開始 

5/16 

 

 

   

 

   

  

ア：京町家の改修 イ：通り景観の修景 

事業選定申請 

5/16 ～ 9/2 まで 

交付 

申請 

事前協議 

5/16 ～ 8/26 まで 工事期間～ 

選定結果 

通知 
選
定
␞
⏼
⏈
␚
⏰
委
員
会 

交付決定 

通知 

交付決定後に着工 

交付申請は翌年 2/17 まで 
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３ 募集内容                              

選定の対象となる改修助成事業は、以下の全ての要件を満たすものとします。 

 

(1) 改修助成事業の要件 

ア：京町家の改修 

(京町家の要件) 

① 京町家条例※における「京町家」であること 

② 良好な景観・文化に大きく貢献するもの 

③ 伝統的な外観意匠や空間構成の改修が可能なもの 

 

（改修工事の要件） 

① 個々の京町家の特徴に合わせ、伝統的な外観意匠に

配慮して改修する工事であること 

② 伝統的な建材を使用し、伝統工法による改修を基本

とすること（別表参照） 

③ 構造の健全化を図ること 

④ 設計者または施工者は、伝統工法による伝統的な意

匠に改修した実績を複数有すること 

⑤ 助成金の交付決定以降に着工すること 

⑥ 令和６年（2024）３月３１日までに工事および助成

金交付の各手続きを完了すること 

 

(活用・取組の要件） 

① 地域のまちづくり活動や祭事･歴史的行事の拠点となるなど、地域コミュニティに貢献する

こと 

② 自然を暮らしに取り込む工夫や四季折々の祭事やしつらえを大切にする暮らしなど、京町家

の暮らしの文化を継承すること 

③ 教育や福祉など、広く市民の活動拠点となるような取組に貢献すること 

 

(申請者の要件) 

① 建物の所有者またはその法定相続人であること 

ただし、共同所有の場合または法定相続人が申請する場合は、所有者全員の同意を得ること 

② 個人または自治会等の団体であること 

③  申請者が土地の所有者でない場合は、土地の所有者の同意を得ること 

④ 政治・選挙・宗教を主たる目的とする団体でないこと 

⑤ 団体の構成員（法人の場合は役員）に暴力団員等を含む団体でないこと 

 

※京町家条例  以下必須条件 

・昭和 25年以前に建築 

・木造建築物 

・伝統構法 

・3階建て以下 

・一戸建てまたは長屋建て 

・切妻平入り屋根（角地等は適用外） 

および下記いずれか１つ以上を有する 

・通り庭 

・火袋 

・坪庭又は奥庭 

・通り庇 

・格子（伝統的なものに限る） 

・隣地に接する外壁又は高塀 
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ただし、伝統的建造物群保存地区等の指定地区にある京町家や、景観重要建造物等に指定されている

京町家など、外観意匠の修景を目的とした他の公的助成制度の対象となるものを除きます。 

以下の助成制度との併用は可能です。 

・京都市 まちの匠の知恵を活かした京都型耐震・防火リフォーム支援事業 

・「京都市京町家の保全及び継承に関する条例」（京町家条例）による改修助成 

・京都を彩る建物や庭園制度による改修助成制度 

・京都市空き家活用・流通支援等補助金 

（別表） 

項目 助成基準 

建物 大屋根 いぶし和瓦を基本とする 

通り庇 いぶし和瓦（小瓦）を基本とする 

樋 銅製樋は助成対象とする 

通りに面する外壁 伝統工法による土壁及び板壁を基本とする 

側壁 焼杉板貼りまたは杉板貼り古色塗装を基本とする 

外部建具 木製建具を基本とする 

木部塗装 ベンガラ塗りまたは古色塗りを基本とし、既存木部また

は周辺の京町家の木部塗装色に合わせる 

構造 伝統構法を基本とする 

付属物 設備機器カバー 

 

木製を基本とし、既存木部または周辺の京町家の木部塗

装色に合わせる 

駒寄せ、犬矢来等 意匠について、個々の京町家の復原的考察をもとに事前

協議のこと 塀、門等 

路地舗装（公道除く） 

 

イ：通り景観の修景 

 (通りの要件) 

① 主として京町家（ア・京町家の改修（京町家の要件））や伝統的な木造建築で構成される通

りであること（通りから見える路地を含む） 

 

（改修工事の要件） 

① 通りの歴史的まちなみ景観を修景する工事で、複数の建物で一体として行い、まちづくり活

動に関わりの深いもの 

② 設計者または施工者は、伝統工法による伝統的な意匠に改修した実績を複数有すること 

③ 助成金の交付決定以降に着工すること 

④ 令和６年（2024）３月３１日までに工事および助成金交付の各手続きを完了すること 

⑤ 建物の外壁や付属物の改修工事を伴う場合は、ア：京町家の改修 の別表に準じた仕様とす

ること 
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(申請者の要件)  

① 地域のまちづくりに取り組む団体または個人であること 

② 修景の対象となる建築物の所有者及び賃借人の同意を得ること 

③ 政治・選挙・宗教を主たる目的とする団体でないこと 

④ 団体の構成員（法人の場合は役員）に暴力団員等を含む団体でないこと 

 

(2) 助成金の交付条件 

ア：京町家の改修、イ：通り景観の修景 共通 

① 改修した京町家または修景した通り景観を適切に維持管理すること 

② 京町家まちづくりファンドをはじめとする当財団の京町家の保全・継承の取組に協力すること 

③ 工事完了後、京町家まちづくりファンドのプレートを設置すること 

④ 氏名または団体名、屋号がある場合は屋号、所在地（番地を除く）、工事概要、改修前後の

写真等の公表および使用に同意すること 

⑤ 工事中は京町家まちづくりファンドの垂れ幕を掲示すること 

⑥ 当財団の賛助会員に加入すること（１口５，０００円） 

⑦ 助成を受け改修した建物の所有権を移転する場合は、新たな所有者に交付条件を説明し、承

諾を得たうえ、当財団に報告すること 

 

４ 助成内容                              

（1）助成対象となる工事等の範囲 

ア：京町家の改修 

① 屋根改修工事（大屋根、通り庇等） 

② 外壁改修工事（通りに面した部分の土壁及び板壁、建物と一体となった塀等）  

③ 外部建具改修工事（通りに面した部分の木製建具、格子等） 

④ その他の工事（通りに面した部分の駒寄せ・設備機器の修景に係る工事等） 

イ：通り景観の修景 

① ア：京町家の改修の助成対象となる工事範囲 

② その他の工事（建物と分離した塀、道路の舗装等） 

③ 通り景観の修景に関する調査報告書作成（※ただし当財団が必要と判断した場合に限る） 

 

 (2) 助成金額 

ア：京町家の改修 

当財団が設定する標準工事費の３分の２以内、かつ上限５００万円 

（予算総額により、一律減額する場合があります。） 

イ：通り景観の修景 

Ａ：【共用である部分】当財団が設定する標準工事費の４分の３以内 

Ｂ：【各戸の専有部分】当財団が設定する標準工事費の２分の１以内 
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かつ、ＡとＢの合計の上限１，０００万円 

大屋根工事は共用部とみなし、上限３００万円で上記Ａに含みます。 

（予算総額により、一律減額する場合があります。） 

調査報告書作成は上限３０万円 

 

※助成金額の交付決定後は、工事費が増額した場合でも助成金額の増額はありません。また、工事変

更等により工事費が減額となった場合、助成金額を減額することがあります。 

 

(3) 助成金の交付時期 

助成金は、事業完了報告書が提出された後、当財団が工事完了検査を行い、工事が適正に履行され

ていることを確認のうえ、交付します。 

 

５ 事前協議                              

(1) 事前協議 

令和４年（2022）５月１６日（月）から８月２６日（金）までに、以下の必要な書類一式を窓口へ直接

提出してください。この期間内に事前協議を終了するよう早めに提出されるようお願いします。 

事業選定申請書（第２号様式）および添付書類および図面をもとに協議しますので、可能な限り事業

選定申請書添付の図面等を準備してください。 

事業選定申請に必要な書類（６ 事業選定申請 必要書類 参照)が整い、改修助成事業の要件に適合し

ていると認められる場合に事業選定申請を受付けます。 

 

［必要な書類］ 

ア：京町家の改修 

① 事前協議書（第１号様式） ☆ 

② 現況写真 外観、各室内観、周辺の通り景観がわかるもの 

③ 図面等 付近見取図、間取図（平面図） 

④ その他必要な書類 

イ：通り景観の修景 

① 事前協議書（第１号様式） ☆ 

② 現況写真 外観、周辺の通り景観がわかるもの 

③ 図面等 付近見取図、配置図 

④ その他必要な書類 

 

(2) 事前協議の実施 

申請者、設計者、施工者の立ち会いのもと、当財団担当者が現地調査を行います。その後、改修

助成事業の要件について、協議を行います。現地調査、事前協議とも日時予約をお願いします。 
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※ ☆印の書式は当財団受付で配布しています。 

また、京町家まちづくりファンド専用ホームページからもダウンロードできます。 

 

https://kyoto-machisen.jp/fund/ 

６ 事業選定申請                            

令和４年（2022）９月２日（金）までに、以下の必要書類一式を窓口へ直接提出してください。窓

口へ来られる際は日時予約をお願いします。 

図面、助成金額算出書は事前協議にて協議した内容としてください。 

 

［必要な書類］ 

ア：京町家の改修 

① 事業選定申請書（第２号様式） ☆ 

② 図面等（縮尺は目安） 

・現況図 [配置図（1/100）、各階平面図（1/50）、助成対象部分の立面図（1/50）等] 

・改修計画図〈助成対象部分を含む全体〉[各階平面図（1/50）、立面図（1/50）、屋根伏図

（1/50）、仕上表（改修前後、下地を明記）、その他（工事の内容がわかる図書等）]  

・構造現況図及び構造改修計画図〈構造改修をおこなう場合〉 

③ 助成金額算出書（第３号様式） ☆  

④ 工事見積書 <助成対象部分と対象外を明記> 

⑤ 登記事項証明書の写し（土地・建物）又はその内容を確認できるもの（発行3ヶ月以内） 

⑥ 改修工事実績となる写真（第２号様式添付） 

⑦ その他必要な書類 

 

イ：通り景観の修景 

① 事業選定申請書（第２号様式） ☆ 

② 図面等（縮尺は目安） 

・現況図 [配置図（1/100）、助成対象部分の立面図（1/50）等] 

・改修計画図〈助成対象部分を含む全体〉[立面図（1/50）、屋根伏図（1/50）、仕上表（改

修前後、下地を明記）、その他（工事の内容及び範囲がわかる図書等）]  

③ 助成金額算出書（第３号様式） ☆  

④ 工事見積書 <助成対象部分と対象外を明記> 

⑤ 登記事項証明書の写し（土地・建物）又はその内容を確認できるもの（発行3ヶ月以内） 

⑥ 改修工事実績となる写真（第２号様式添付） 

⑦ その他必要な書類  （調査報告書作成の申請の場合は、作成計画） 
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７ 選定方法等                             

(1) 現地視察の実施 

必要に応じて、申請者、設計者、施工者の立ち会いのもと、当財団の担当者が現地視察を行いま

す。 

 

(2) 改修助成事業の選定方法 

京町家まちづくりファンド委員会において、改修助成要件への適合性を審査し、改修助成事業とし

てふさわしい事業を選定します。 

原則として書類にて審査をおこないますが、委員会にてプレゼンテーションをおこなっていただ

きます。（１０分程度） 

なお、寄附者が傍聴する場合があります。 

 

(3) 選定結果の通知等 

選定結果は、申請者全員に文書にて通知します。 

なお、提出書類は選定されなかった場合でも返却いたしません。(当財団の個人情報保護規程に基

づき、取扱います。) 

８ 助成金交付の申請                          

事業選定結果の通知を受けて、すみやかに助成金交付の申請をお願いします。以下の必要な書類一

式を当財団窓口へ直接提出してください。 

工事は、助成金交付の決定後に着工してください。 

助成金交付申請の最終締切は令和５年（2023）２月１７日（金）まで です。 

図面、助成金額算出書は選定後に協議にて変更のあった場合は変更した事項を修正してください。 

必要な書類が整っており、助成金の交付が適当と認められたものに助成金交付決定通知書を交付

します。 

 

［必要な書類］ 

ア：京町家の改修 イ：通り景観の修景 共通 

① 助成金交付申請書（第２号様式） ☆ 

② 図面等  ＜選定後、協議により変更した箇所は修正すること＞ 

③ 助成金額算出書（第３号様式） ☆＜選定後、協議により変更した箇所は修正すること＞ 

④ 工事見積書 <助成対象部分と対象外を明記> 

⑤ 工事請負契約書の写し 

⑥ 工程表 

⑦ その他必要な書類 
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申請の手続き 

 
 申請者  

 相談 事前協議や申請方法、要件について相談 

  

５月１６日（月）から 

 

事前協議書 

（第１号様式）提出 

 

事前協議に必要な書類一式（P5 参照）を 

窓口へ提出 随時受付（来館日の予約必要） 

   

 

 

事前協議 
必要に応じて申請者立ち会いで、当財団担当者による

現地確認 

   

８月２６日（金）まで 事前協議の終了 
事業選定申請に必要な書類（P6 参照）がそろい、 

改修助成事業の要件に適合しているか協議 

   

   

   

９月２日（金）まで 

 

事業選定申請書 

（第２号様式）提出 

 

事業選定申請に必要な書類一式（P6 参照）を 

窓口へ提出  

   

９月（予定） 

京町家まちづくり 

ファンド委員会 

 

京町家まちづくりファンド委員会にて 

改修助成事業の要件への適合性を審査し、 

改修助成事業としてふさわしい事業を選定 

   

事業選定結果 

の通知 

 

事業選定結果通知書（申請者全員）を交付 

   

 

※ 事業選定結果の通知を受けて、すみやかに助成金交付申請へ 

工事は、助成金交付の決定後に着工 

交付申請の最終締め切りは令和５年（2023）２月１７日(金)まで 

 

選定を辞退する場合は、選定辞退届を提出してください。 

事業選定後、助成金交付申請後の変更は認められません。ただし軽微な変更の場合は事業変更申請書を提出して

ください。  
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選定後の手続き 

 
当財団         申請者  

助成金交付の申請に関する協議 助成金交付の申請に必要な書類（P7 参照）について

協議 

  

すみやかに 
助成金交付申請書 

（第７号様式）提出 

協議内容に基づき、申請に必要な書類（P7 参照）を 

助成金交付申請書を当財団窓口へ提出 

   

助成金交付決定 

の通知 

 必要な書類（P7 参照）が整っており、助成金の交付が

適当と認められたものに助成金交付決定通知書を交

付 

   

 

改修工事着手 助成金交付決定通知書を受け取り後に着工 

※工事期間中、まちづくりファンドの垂れ幕（貸与）

を工事現場に掲示すること 

※工事着手前、工事中の記録写真を必ず撮ること 

   

中間検査 立会い 必要に応じて、中間検査を実施する 

 改修工事完了 
※工事中、計画に変更が生じた場合は連絡すること 

※工事完了後の記録写真を必ず撮ること 

   

事業完了後 
事業完了報告書 

（第１３号様式）提出 

工事中の記録写真、工事完了写真、領収書の写しを添

付のうえ、事業完了報告書を窓口へ提出 

   

完了検査 立会い 
事業が完了しているか、申請者・設計者・施工者立ち

会いで検査 

   

助成金交付額 

決定の通知 

 助成事業が完了したと認められたものに、助成金交付

額決定書を交付 

※まちづくりファンドプレートをお渡しするので、

建物の通り面に設置すること 

   

すみやかに 
助成金交付請求書 

（第１５号様式）提出 
助成金交付請求書を当財団窓口へ提出 

 令和 6年(2024)3 月 31 日まで すべての手続きを完了してください。 

※助成金は、一時所得として確定申告をする必要があります。 

別紙「京町家まちづくりファンド助成金に対する課税について」をご参照ください。 
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９ 問合せ先                               

公益財団法人 京都市景観・まちづくりセンター 
京町家まちづくりファンド担当 

住所 

〒６００-８７０１  

京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町８３-１（河原町 五条下る東側） 

「ひと・まち交流館 京都」地下１階 

電話番号 :０７５－３５４－８７０１  

ＦＡＸ番号:０７５－３５４－８７０４ 

メールアドレス:machi.info@hitomachi-kyoto.jp 

 

京町家まちづくりファンド専用ホームページ: 

https://kyoto-machisen.jp/fund/ 

開館時間 
午前９時～午後９時３０分 (月～土)  

午前９時～午後５時（日・祝） 

休館日:第３火曜日、年末年始（１２月２９日～１月４日） 

 


